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【報告】
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文書番号
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名 平成年 一 第 一 号

師寂①=③7のとおり,意見書等の送付を受けましたので,報告いたします。
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意見書等の目録は,別紙のとおり
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｜意見書等の目録

O『谷間世代｣関連

①いわゆる｢谷間世代｣のために不公平麓不平等の速やかな是正措置の実施を求める
会長声明

(H30.8.22受三重弁護士会）

②給費の支給を受けることができなかった司法修習生が被った不平等･不公平の是正措置を
求める声明

(H30.8.24受長崎県弁護士会） ※内閣官房から転送
③いわゆる｢谷間世代』の貸与金返還期限の猶予を求める会長声明
(H30.8.24受和歌山弁護士会） ※内閣官房から転送

④｢谷間世代｣の貸与金の返還期限の猶予を求める会長声明
(H30.8.24受神奈川県弁護士会）※内閣官房から転送

⑤貸与制下で司法修習を受けた者の不公平･不平等の是正措置を求める会長声明
(H30.830受奈良弁護士会）

口

Oその他
⑥民事控訴審の審理に関する意見書
(H30.8.6受近畿弁護士会連合会）

⑦法科大学院は,弁護士が大量に世に出て過剰人員となった結果,働き口が見つからず
魅力が薄れた等

(H30.8.10受差出人不明）
⑧裁判所が

職=に対す雫直し依頼￥(H30.
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